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連続講座
連続公開講座「LGBTをめぐる法と社会
―過去、現在、未来をつなぐ」

LGBTと行政
安心・安全に暮らせるまちづくり

２０１８０9２２(土）15:00～17:00
後楽園キャンパス 5号館5233号室

日本大学危機管理学部

准教授 鈴木秀洋
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講演内容・論点

１ 人が、住民が、安全安心にその地域で生きていけるためにはどのような環境（物理的・
心理的）が必要なのでしょうか。

２ 行政は地域の一人ひとりの安全安心に対して何をしていく責務・義務を負っているので
しょうか。 （社会契約論、信託論）

３ ＬＧＢＴ の問題は行政課題の中でどのような位置付けがされる問題なのか。

４ 自助・共助論の強調、抽象的理念提示が今までの手法だったのではないか。

５ 【今掘り下げる】鈴木試論（行政への提言）

①差別を差別と言えない環境を作ってはいけない（制度論）。

②差別を差別と認識しない感情麻痺状況を融かす（当事者、第三者）。

③（ⅰ）被害者の言い分を個別化して排除すること、又は

（ⅱ）自らの先行行為を矮小化して、

被害者の訴えを自分への攻撃として喧嘩両成敗に持ち込む手法

若しくは被害者の訴えを感情的・行き過ぎた加害者への攻撃である

として排斥する手法 こうした手法への対処

（故意者又は加害者教育の試み・認知の歪み）

以上のようなことを考えながら聞いていただければ



行政が取り組むべき課題の「ど真ん中」
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●行政の基本の原理・原則
⇒法の支配、法律による行政

☆ ①個人の幸福追求権（憲法13条）の問題であり、
②平等権（憲法14条）の「性別」（ジェンダー）に関する問題

〜 「疑わしい範疇」の問題

●公務員の憲法尊重擁護義務（憲法99条）
●公務員の宣誓義務

行政における あらゆる ①制度（施策）と②意識の土台・横串とすべきもの

●みなさん、職場に戻ったら、学校の教室に戻ったら、
もう一度、静かに目を閉じて
周囲の会話を今日の講座の視点で聞いてみましょう。
誰かが傷ついているかもしれない、不快に思って我慢しているかもしれない。

→それでは、まず文京で一ジェンダー担当課長としてやってきたことについて話を進めます。
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① 条例制定の検討自体：平成13年の推進会議における提言

② 平成21年の住民意識調査 ※行政の好きな調査！

「条例が必要である」 ＞ 「必要性を感じない」

③ 同推進会議では条例制定に関する意見書を区に提出

（H25.1.25）

④ 条例の基本的な考え方を策定・議会報告

～パブリックコメント（同3月～4月末）や区民説明会等

その他意見聴取、研究者・弁護士等からのアドバイス

⑤ 区長提案（第３回定例会９月５日）

⑥ 平成25年9月27日に全会派の賛成を得て可決

同11月1日から施行



男女平等の問題
そして性自認・性的指向の位置付け

→Ａ・Ｂ・Ｃ の問題として【戦略】

B 医療・健康 ○

※ イデオロギー対立に
巻き込まれないために！（保守も革新も関係ない）

A 人権 ○
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Ｃ 経済 〇



条例の基本的考え方 【哲学・根本の考え方】

性自認・性的指向の位置付け

今日は〇〇のお菓子
を食べたいなど嗜好
（判例上※喫煙もこち

ら）

周縁

性自認・性的指向の問題は
人格の中核部分の問題ではないか？

人権

中核

憲法13条

幸福追求権
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「性（別）」の平等と多様性
【哲学・根本の考え方】

固い
男女の捉え方

緩やかな（多様な）
男女（グラデーション）

の捉え方

旧 男女平等条例
新男女平等条例

文京区等

時代の変遷



行政マンが施策を考える場合に不可欠な
リーガルマインド 【根本知識（地方分権後の行政マンの必須知識！！）】

鈴木秀洋「行政救済実務ハンドブック」 ５５頁より
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文京区男女平等参画推進条例

（H25.9.27公布・同11.1施行） 【背景・エビデンス・根拠】

条例に禁止事項として

【性的指向・性的自認に起因する差別禁止】明示

①【法体系との整合性】

・憲法13条及び憲法14条：性別による差別禁止の射程内（※幸福追求権・性の
多様性）の議論との理解

・性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 （2003年成立）

②【国際的な流れ】

国連総会共同声明（2008）、国連人権理事会共同声明（2011）、ＳＯＧＩ人権決
議賛成投票（2014） ・・・今の時代の男女平等条例の標準装備との理解

③【現実のいじめ・虐待の事実】

現実に児童虐待・ＤＶ等の原因になっているという実態

（いじめ等で自殺等に追い込まれる事態）への現実対応の必要性

④【政治状況】女性が輝く社会の強調
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（禁止事項等）
第７条１項

何人も、配偶者からの暴力等、セクシュア
ル・ハラスメント、性別に起因する差別的
な取扱い（性的指向又は性的自認に起因す
る差別的な取扱いを含む。）その他の性別
に起因する人権侵害を行ってはならない。

→※①禁止事項を定める
たった、１条項

⇔でも、この1文の重み

※②あえてLGBTとの定義をせず
、SOGI概念を盛り込んだ

その理由は？（＋と－）
…分断しない

文京区男女平等参画推進条例
（H25.9.27公布・同11.1施行）



東京新聞
（平成25年10月27日付）
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内閣府や総務省の担
当者は「同様の条例
は把握していない」と
している。

「差別や偏見に悩む人
は実は誰の周囲にもい
て、非常に身近な問題。
条例制定を機に考えて
ほしい」と語る。
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日本経済新聞
（平成25年12月30日付）

11月施行の東京都文京区
の男女平等参画推進条例
は「性的指向などに起因す
る差別的な取り扱いの禁
止」も規定。「多様性も認め
るべきだ」（担当者）として
異例の明文化に踏み切っ
た。
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条例制定後の必要な取組

制度構築後 ※1行が生きてくる！ここ勝負

（ア）更なる具体化

（イ）実効性担保・継続性（研修・訓練）

☆ ＰＤＣＡ ☆
人が変わろうとも明確な
根拠（条例・制度）の下、
具体構築と実効性担保を！



行政を動かす主体の考察
（必要なファクターの理解）
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支援団体
・学者研究者
当事者・団体

様々な 住民・地域・職場環境
（賛成vs反対の対立だけにならないよう困った・辛い現状理解の共有）

・実務責任者
・担当者（係長）

首長 議会

・議員
（全会派⇔一人）

（例）共生ネット／ラッシュ
スウェーデン大使館・・・



相談窓口の拡大（設置・周知）
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【Ｑ】風船を増やす 工夫！
相談窓口開設を遅らせた理由

⇒①２次被害の防止（専門家）
②あなたのための窓口とのメッセージ

ＬＧＢＴや
性（性被
害）に

関すること



住民向け啓発 カラーリボンフェスタ
【戦略・共生】

【Ａ】①場所の配置
②他のリボンと一緒に

・レインボーリボン
虹色のメッセージ

みんな違って、みんな輝いている
多様性を応援するよ
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【Ｑ】このフェスタの狙い
わかりますか？



職員研修（新任・係長対象）
【職員教育の徹底】

…【Q】テレビ番組やある企業のコマーシャルなど
（笑いのネタ）
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●文京区の条例理解

ＤＶ、セクハラ、SOGI
理解を正面から扱う



中学生への出前講座 【交渉】
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支援団体との後援・共催事業
【外と繋がる】

2015年4月30日開催の共催事業

2015年1月24日開催の後援事業
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男女平等参画推進会議等 （14条・15条）
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【Ⅰ】推進会議

●要綱上→条例上

区長の附属機関に位置付け

●構成メンバー：

学識経験者（教授・弁護士）、団体推薦委員（町会連合会、商工会議所、

労働組合協議会、小学校PTA、中学校PTA）、公募区民委員等

●審議事項

（ex.平成27年3月19日の審議）

① 文京区のSOGI対応についての現状報告

② SOGI支援団体からの基礎知識の修得と展望（講師原ミナ汰氏）

③ その他次期 文京区男女平等参画推進計画（平成29年度～）に

SOGI支援の具体的項目を入れることについて

【Ⅱ】 苦情申立て制度創設

区が関与する男女平等参画に関する施策

・・・勧告など （※ 裁判の国賠等の規範にもなりうるのでは・・・）

【法制度設計・ステイクフォルダー
の拡大・理解促進（何度も議題）】



●【児童虐待／ＤＶ対応担当として（感想）】
毎週の児童虐待にかかる受理案件等を分析すると、根深い堅い男女意識・固定

的役割分担意識を原因とする虐待やDV相談が多いとの実感
→性的指向や性的自認に関する無理解の保護者及びかかわりをもつ人々

● ではどうするか
⇒上記様々な会議・ネットワーク等で常に話題に上げ問題提起・現状を語る。
（（例）・要保護児童対策地域協議会、・育児支援ヘルパー派遣決定会議、・主任児

童委員連絡会、・ひきこもり等自立支援事業関係機関連絡会、・乳幼児発達支援連
絡会、・DV防止連絡会、・民生委員・主任児童委員総会、自殺対策会議・・・等）
● 学校との連携

[26年度] ・副校長会、小・中学校の生活指導担当
教諭対象研修会にて（講師）

[27年度] ・幼稚園長・小学校長・中学校長会にて、
啓発カードを配布しての説明を通じて

・教員向け人権課題研修（講師）
研修教材として、「子どもの”人生を変える“先生の言葉あります。」

「わが子の声を受け止めて｣等

その他様々な会議・研修の場で



携帯用（啓発）カード
～全職員に配布(特に窓口職員・福祉現場職員）
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携帯用カードとともに、
レインボーバッジ作成（メッセージ！）
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庁内（職員啓発）推進体制の取組・職場の
推進委員と推進リーダー （要綱制定）
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【庁内説明会】①「セクシュアル・マイノリティ理解のため
に〜子どもたちの学校生活とこころを守る〜」ビデオ視
聴、 ②国連広報センターのビデオ視聴、③2015年3月
GID学会のプロモーションビデオ視聴 ＋要綱とカードの
説明

推進委員研修（平成27年5月26日実施）



風が吹いている[①文科省の通知、②法務省人権啓発ビデオ]
・・・③東京都も8月25日「東京都人権施策推進指針」改定・・・

文京区ではさらに、
●【拠点としての男女平等センターでのセミナー開催・啓発誌での紹介】
●【職員マニュアルの作成】 初級版・詳細版の作成検討（8月～）
●【全小中学校生活指導主任への研修】（9月8日）

研修教材として、「子どもの”人生を変える“先生の言葉あります。」
「わが子の声を受け止めて｣等 （前述）

●【自殺防止からの視点・アプローチ】
庁内自殺対策会議での問題提起（9月15日）

●【UNWomen日本事務所開設に伴う国際的視点共有】
中央大学との共同企画（9月23日）He For She キャンペーン企画の中での問題提起

●【庁内新任研修】（10月15日）
●【その他】 ・ＧＩＤ学会、他の自治体の人権研修等へ参加（講師：奈良県、町田市等）

自治体議員との勉強会・シンポ（10月19日当事者・支援団体・男女担当・教育部局・国連）。
・カラーリボンフェスタでの（文京区オリジナル）レインボーバッジ／推進員会（11月19日）

その後も継続的かつ拡大
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中学生向け相談窓口一覧(SOGI挿入)
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やれたこととやれなかったこと
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●特別区のテキスト改訂



やれたこととやれなかったこと
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●パートナーシップ制度を含めた条例改正
～渋谷・世田谷の制度をさらに超えて

…公営住宅条例その他と連動させて

→後進に託す

…トランスジェンダー規定も含めて

●トイレの問題の賛否（すでに誰でもトイレ）
ラベリング反対ｖｓ専用のトイレ必要論
※反対意見が出た場合の行政の手法は？
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■ セクシュアルマイノリティと呼ばれる存在は、１３人～２０人に１人はいるとされ、「学校のクラスに１人は必ずいる」と
いう統計結果が示されています。にも関わらず、学校教育で教えられた例は１割にも満たないという統計結果が示され
ています。

その結果、約７割のセクシュアルマイノリティの子どもたちが、「いじめ」を受け、３割が「自殺」を考える、あるいは実際
に試そうとしたことがあると示されているのが現状です。

こうしたセクシュアルマイノリティの人権問題や孤立の現状を打破し、ジェンダー平等社会を推進するべく、世田谷にじ
いろひろばは発足しました。そして、多様な価値観、考え方、背景を持つ人々を尊重する態度を安心して意識化できる
居場所作りを行います。３つの団体がそれぞれの持つ特徴を活かしながら、ＬＧＢＴの当事者はもちろん、関心を持って

いる人に向けて、年代、性別、分野を超えて、横断的な居場所を作っていきます。



やれたこととやれなかったこと
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But 引き継いでもらう
東京新聞2017年1月29日朝刊
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ＬＧＢＴ 嫌な思いさせない
文京区が職員・教員に対応指針

性的少数者（ＬＧＢＴ）が行政窓口や学校で差別的な言動
を受けないようにするため、東京都文京区は区職員や教
員向けの対応指針をまとめた。当事者団体の全国組織「Ｌ
ＧＢＴ法連合会」によると、自治体による網羅的で具体的な
指針の作成は全国的に珍しい。 （奥野斐）

区議会や住民などの意見を踏まえ、三月に確定版として
公表する。庁内では既に対応の見直しを始めており、確定
版は区内の幼稚園や小中学校にも配布する。

指針は、ＬＧＢＴ法連合会が監修したガイドラインを基に
まとめた。



東京新聞2017年1月29日朝刊
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東京新聞2017年1月29日朝刊
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来訪者に対する区の窓口対応として、性別を必要以上に聞き直すことを避ける▽
性別や書類の確認は周囲に伝わらないように指さしなどで工夫する▽必要のない
性別欄は削除する。設ける場合も男女のほか「その他の性自認」欄をつくる－など
を挙げた。

学校など教育現場での子どもへの対応では、制服は児童や生徒の希望するもの
が着られるように検討する▽悩みや心配を相談できる場をつくる▽相談を受けた教
員は子どものセクシュアリティーを決め付けない－などを例示した。

区は2013年施行の男女平等参画推進条例で性別に起因する差別的な取り扱いを
禁じ、全職員にＬＧＢＴに関する啓発カードを配布した。それでも「何が差別になるの
か分からない」といった声が寄せられていた。

瀬尾かおり・ダイバーシティ推進担当課長は「ＬＧＢＴの人を含むすべての人が窓
口や学校で嫌な思いをしないための指針。各現場で柔軟に活用してほしい」と話す。

◆先進的な取り組み

ＬＧＢＴの問題に詳しい中川重徳弁護士の話 先進的な取り組みだ。身近な区職
員や先生が今回の指針を主体的に生かしていくことが大切だ。

（※鈴木：行政裏話）このガイドラインができるまでの

…様々な団体とのたたき台・検討会議…その後の行政内部の戦い…



線路は続くよ どこまでも
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LGBT議連研修会
2017．9.10



35

自治研究2017年7月号・8月号（性的少数者にかかる2つの
法案について 立法法務の見地から比較検討しています。



京都新聞20180207
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おわりに（個人として）
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「互いの違いや多様な生き方を尊重する社会を

次世代につなぐために」

●公助を担ってきた立場から
（参照：月刊ウィラーン2015年10月号（日本女性学習財団））…職場環境で後輩は学習する

●法の支配

「憲法尊重・人権規定の尊重」～人権（多様な生き方）を尊重すること！

※民への勧告（※間接適用説）、民をリードする気概

●児童虐待・DV防止の視点を忘れずに

～固定的役割分担意識の暴力性

●一人の人として（親として・・・）、

一人一人の基本的人権（ありのままで安全・安心に生きられるということ）
を尊重する生き方を貫く。



おわりに（もう一言） ２０１８０９２２

差別・偏見に悩み、苦しむ人々に対して、どう対応すべきか。

被害者に対して「強く生きろ 又は 気にするな」ではなく、

差別・偏見の言動に対して、「それは偏見だよ、差別だよ」と声を挙げる。

また、差別禁止を主張することは、対立をあおぐとの現状肯定の声

（斜に構えた、又は批判を封じ込める声）にひるむことなく、

当たり前のことを感じ、主張する そういう職員・議員を、保護者を、地域の人をどんどん増やしていく。

→ジェンダー、ＳＯＧＩ・ＬＧＢＴ・性的マイノリティの問題に目を向ける人が職場や地域に増えることは

一人一人の違いが尊重される職場・地域であるということ

みんなにとって 安全・安心で、生きやすい職場・地域ということ

☆生き辛さを抱えて安全安心とは程遠いところで生きてきた多くの人と出会い、

友人となり、一人ひとりのバックには（縦軸・横軸、プラスもマイナスも）

多くの人間関係があることに思いを馳せる。

みんな安全に安心に生きる権利がある。

大学に基軸を移した今、学生に対して、そして社会の構成員一人一人に

「あなたに生きていて欲しい」、そんなメッセージを送り続けたい。

☆ 講演・授業・研究論文の発表等によって、一人ひとりが、安全安心に生きられる社会を作って行きたい。

作って行きましょう。
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連続公開講座
『LGBTをめぐる法と社会

－過去、現在、未来をつなぐ
』

LGBTと行政
安心・安全に暮らせるまちづくり

文京区議会議員
前田くにひろ



自己紹介

• 文京区議会議員（５期目）、社会福祉士

• 東京都文京区生まれ寿司屋の長男（４代目）

• 中学生で同性愛と気づく

• ２５歳 ゲイ・コミュニティへ

• ３３歳 区議会議員初当選

• ３７歳 パートナーとの死別

• ５１歳 LGBT議連立上げ

• ５２歳 現在５期目



２５歳の決断

社会に合わせて、自分を変える努力

異性と付き合い。結婚して、子供を育てる。

そんな「普通の人生」

↓
自分が暮らしやすいように社会を変えよう！

↓
ゲイリブ・障害者運動との出会い。



ゲイリブ・障害者運動

• 映画祭、パレード
→ないものは作ればいい！

• 障害者の人と一緒に行動するとバリアだらけ
→助けを求めてもいい。
障害があっても支援があれば自立できる。
障害は社会の方にある。

●当事者主義
自分たちを抜きに自分たちのことを決めるな。

●エンパワーメント（下剋上？）の必要性



３３歳 政治との出会い

• 制度を決める場に当事者をいれること

• 介護保険制度が創設

事業計画をつくる場に介護経験者を入れるように
求める。

・請願の活用

区民の要望に議会がもっともだと判断したら、

区役所に求めていく制度



苛政は虎よりも猛なり

• 孔子が、墓の前で泣いている婦人に出会う。

• 婦人が泣いている理由は、舅、夫、子供が虎
に襲われて死んだということでした。

• 孔子が「なぜ虎に襲われる危険な土地を去ら
ないのか」と尋ねたところ、

• 婦人は「よその土地に移って、ひどい政治に
苦しむよりはましだから」と答えました。



三権分立？

•立法
•行法→行政

（まつりごと）

•司法



LGBT
自治体

議連発足



LGBT自治体議員連盟
（性的指向と性自認に関する施策を促進するための自治体議員連盟）

• 1.目的
(1)性的指向と性自認に関する人権擁護のための条例制定や施

策の推進
(2)同性パートナー制度の創設
(3)LGBT当事者の自己肯定感向上のための施策推進等により、
いじめ・自殺・貧困・感染症・依存症等の予防をそれぞれの地

域に合わせて進める

2.活動：会員相互の親睦と情報交換

3.会員：(1)正会員（現職の自治体議員）(2)賛助会員（前・元職の自
治体議員、予定候補者）

4.世話人：前田くにひろ文京区議会議員、上川あや世田谷区議会
議員、石川大我豊島区議会議員、

石坂わたる中野区議会議員、細田智也入間市議会議員



5.活動実績

●研修会の開催
（１）2017年７月23・24日東京都豊島区役所、（２）2018年５月5.6日東京都代々木オリンピックセンター
(3) 2018年8月3,4日 大阪研修会 (4)2018年9月 沖縄研修会

●取材への対応
新聞・テレビ他 『月刊住職』、 朝日中高生新聞、「地域介護経営 介護ビジョン」

●イベントへの参加
LGBT法連合会との意見交換
第1回国会でLGBT映画をみる会（『ハーヴェイ・ミルク』）トークイベント
映画『女になる』のトークイベント
地域においてＬＧＢＴとともに生きることを考えるシンポジウム（三鷹LGBTアライズ）
エヴァン・ウォルフソ氏（米国同性婚実現の立役者）との意見交換

(LGBTとアライのための法律家ネットワーク（LLAN）)

●要望活動
アムネスティによる要望活動同行
杉田水脈氏寄稿文への抗議活動 自民党への要望書提出



LGBT議連をやってみて

• 発足当時は80人程度でしたが、

現在は、260人のメンバーがいます。

（一年で３倍に増えています。）

• カミングアウトする議員も増えた。

• LGBT施策に取り組む自治体も増えた。

＊自治体に多様性があり、

温度差がかなりある事がわかった。



自治体の多様性と包括性

＜特徴＞

• 多様性

人口規模から政治的な状況が違う。

• 包括性

生活全般を対象としている。

↓
＜政策リスト＞

やれる人がやれることをやれる場でやっていく



自治体LGBT施策進展状況





２３区の会派構成と請願の採択



同性パートナー公認の請願審査

＜自民＞
他自治体で導入されているがその実態と課題は？

＜区の答弁＞
７自治体：いろいろな形態がある。課題は、自治体ごとに限定されている。
法的に何ら権利を付与するものではない。

＜共産＞
区の今後の検討は？

＜区の答弁＞
直近の港区の３月のアンケート結果で４００人当事者の思いが調べられている。
パートナーシップ制度があったときにやりたいと思わないが７１％となっている。
この当事者の思いである客観的な数字を踏まえなければならない。

• また、パートナーシップ制度も様々なタイプが有る。
• 国の動きもあるとのこと。

• 婚姻と準じるものなので、自治体がやるのではないので、戸籍・税制など踏まえ広域で考
えてやるべきだと考えている。

• 区として、導入する考えはない。



不採択の理由

◎自民党(えびさわ、森）：不採択

• 差別はあってはならない。文京区は進んでいる。
性的マイノリティがいることはわかっている。
その中で、区営住宅を進めたことは素晴らしい。
差別がないことが一番大事。

• （港区の調査で）「見守ってほしい。宣言したくない」と
いう人がいるというのは、差別している人がいるからであ
り、
差別をしている人がいないように、区民の人以外も含めて
、
理解を進めていってほしいと思います。

• パートナーシップ制度は、
なんら法的権利を付与するものではない。

• 法的な整備に関しては、
国の方で進める動きがあるので、不採択。



継続の理由

◎公明（岡崎）：継続
• LGBTの人を尊重されるべきと思いますが、

制度導入にあたっては、相続、同性カップルの家庭の問題な
ど
まだまだ検討しなければならない課題がある。

• そして今、東京都の動きもあるので、今回は継続とします。

◎永久（山本）：継続
文京区もやっていないわけではない。
対応指針は、当事者団体から高い評価を受けている。
公営住宅にも取り組んでいる。

• ただ、いろいろな法的な問題がある。
他の自治体が導入しているからと言ってやるべきだというこ
とにはならない。
調査研究をしていただいて、もう少し議論していただいた。

• 東京都の動きがあるとも聞いている。今回は、継続。



質疑や反対理由から見られる論点

(1)いろいろな形態がある。

(2)自治体に限定されている。広域でやるべき。

(3)法的に何ら権利を付与するものではない。

(4)当事者も望んでいない。（港区アンケート）

(5)国・都の法整備の動きもある。

(6)婚姻と準じるもの、

戸籍・税制など踏まえるべき。



民意とは？

• 民意は反映されているのか？

• プレイヤーが適正に選ばれているのか？

選挙制度の矛盾

• ゲームのルールが適正なのか？

• マイノリティの課題解決のための意思決定に、
多数決を用いるのはは正しいの？
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４つのファクター

Aこころある首長
（区・市長、知事）

B戦略的な
住民・団体

C熱心な職員 D理解ある
議員・議会



民主主義の三つ巴

住 民

議 員
行
政

選挙

議決

規制



官僚制の特徴

• 官僚制はヒエラルキー（位階、階層）構造を
持ったシステムである。基本的な特徴として
は、以下の点が挙げられる。

• 形式的で恒常的な規則に基づいて運営される
。

• 上意下達の指揮命令系統を持つ。

• 一定の資格を持った者を採用し、組織への貢
献度に応じて地位、報償が与えられる。

• 職務が専門的に分化され、各部門が協力して
組織を運営していく分業の形態をとる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%A2%E5%BC%8F%E4%B8%BB%E7%BE%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%8F%E5%89%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%84%8F%E4%B8%8B%E9%81%94
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%BD%E4%BB%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E6%A0%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E6%A5%AD


官僚制の逆機能

• 規則万能（例: 規則に無いから出来ないという杓子定
規の対応）

• 責任回避・自己保身（事なかれ主義）
• 秘密主義
• 前例主義による保守的傾向
• 画一的傾向
• 権威主義的傾向（例: 役所窓口などでの冷淡で横柄な

対応）
• 繁文縟礼（はんぶんじょくれい）（例: 膨大な処理済

文書の保管を専門とする部署が存在すること）
• セクショナリズム（例: 縦割り政治、専門外管轄外の

業務を避けようとするなどの閉鎖的傾向）

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BA%8B%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%82%8C%E4%B8%BB%E7%BE%A9&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%A7%98%E5%AF%86%E4%B8%BB%E7%BE%A9&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%A8%81%E4%B8%BB%E7%BE%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%81%E6%96%87%E7%B8%9F%E7%A4%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0


港区調査報告書

• 平成29年度性的マイノリティの方々への

支援に関する調査（インターネットアンケート）





ニーズ(Needs)とウォンツ(Wants)

• 「当事者が望んでいない」の解釈の仕方

[Wants（欲求）] と [Needs(必要性)]の違い

• ニーズ（Needs）とは、

人間が生活上必要な、ある充足状況が奪われて
いる状態（欠乏状態）のこと

• ウォンツ(Wants)とは、

ニーズを満たすための、特定のモノが欲しいとい
う欲望のこと

• デマンド（主観的な要求）



パートナーシップ制度の効果比較



東京都の条例

• 第４条 都、都民及び事業者は、
性自認及び性的指向を理由とす
る不当な差別的取扱いをしては
ならない。



政治参画の方法

→生の声をどう届けるのか？

• 議員・首長になる。
• 請願をする。
・要望書を出す。
• パブリックコメント
• 議員と話をする。
• 役所の職員と話をする。
• 住民団体をつくる。



運動を広げていくため

•LGBT☓α
• 貧困☓LGBT
• 介護☓LGBT
• 教育☓LGBT
• 子育て☓LGBT
• スポーツ☓LGBT
• まちづくり☓LGBT



性自認および性的指向に関する対応指針
〜文京区職員・教職員のために〜

• 平成29年3月策定

＜内容＞

Ⅰ基礎知識

Ⅱ区民等への対応

Ⅲ子どもを取り巻く環境

Ⅳ職場内の対応

Ⅴ関連情報



Ⅰ基礎知識
１、性の３要素



Ⅰ基礎知識
２、SOGIとLGBT

• LGBT とは、レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダーと

いう、性的指向・性自認が非典型な人々のうち代表的とされるものの頭文
字を取った総称です。セクシュアル・マイノリティ（性的マイノリティ、
性的少数者）とよぶこともある。

• これに対して、「SOGI」とは、上述の「性的指向」（Sexual Orientation）
と「性自認」（Gender Identity）の頭文字を取った総称です。



男女平等センター
相談室

夫婦や親子などの家族関係、
職場や地域、学校での人間関
係、自分自身の生き方、パー
トナーからの暴力、SOGI（
Sexual Orientation and 
Gender Identity=性的指向

や性自認）や性（性被害）
に関することなど、専門のカ
ウンセラーが応じます。来所
相談、電話での相談が可能で
す。（※来所相談は、電話で
の予約が必要です。）



文京SOGIにじいろサロン

平成29年度第1回目のアンケートから

・今回、初めての開催・参加ということで
すごく楽しみにしていたのですが、それ
以上に白熱した話が出て大いに期待以上
でした。

・様々な年代の方がいて楽しかったです
。

・当事者の方々と交流でき、有意義です
。

＜平成30年度の内容＞
内容は、それぞれ実施回の前の回（第2回
の場合は第1回）で内容を参加者と講師で
決定していきます。

第1回：LGBT等の基礎知識や、
東京レインボーウィークの最新情報

第2回：「桐子のトランスグラフィティ」
第3回：「あったらいいな、こんな学校」
。



LGBT
啓発カード

SOGIへの理

解を推進す
るための資
料を作成し
配布してい
ます。



小中学校への図書の配布

平成２８年度 小学１冊，中学２冊

平成２９年度 中学１冊



カラーりぼんフェスタ
参加団体】
NPO法人全国女性シェルターネット（パープルリボン）
公益財団法人ジョイセフ（ホワイトリボン）
認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク（オレンジ
リボン）
日本障害フォーラム（JDF）（イエローリボン）
公益財団法人がんの子どもを守る会（ゴールドリボン）
【資料提供】
文京区女性団体連絡会（パープルリボン）
NPO法人共生社会をつくるセクシュアル・マイノリティ支
援全国ネットワーク（レインボーリボン）
特定非営利活動法人HIVと人権・情報センター（レッドリ
ボン）

特定非営利活動法人キャンサーネットジャパン（ティー
ル＆ホワイトリボン、ブルーリボン）

東京都福祉保健局（ピンクリボン、ティール＆ホワイトリ
ボン）



平成30年度文京SOGIにじいろ映画
会『彼らが本気で編むときは、』

8月6日（月曜日）

昼の部：午後1時30分
〜

夜の部：午後6時30分
〜

昼の部トークライブ付
き

井上健斗氏

（G-pit net works）
屋成和昭氏

（アウト・ジャパン
）



東京新聞Web2018年4月8日





東京新聞Web2018年2月15日



東京都条例案Ⅰ



東京都条例Ⅱ



東京都条例案Ⅲ



港区平成29年度インターネットアンケート調査報告書
性的マイノリティの方々への支援に関する調査(1)



港区平成29年度インターネットアンケート調査報告書

性的マイノリティの方々への支援に関する調査(2)



港区平成29年度インターネットアンケート調査報告書
性的マイノリティの方々への支援に関する調査(3)



港区平成29年度インターネットアンケート調査報告書
性的マイノリティの方々への支援に関する調査(4)



港区平成29年度インターネットアンケート調査報告書
性的マイノリティの方々への支援に関する調査(5)
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